
 

 

 

 

 

 

若草分譲宅地販売要領 

（譲渡説明書） 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
和気町財政課 

  



 

 

別紙 譲渡物件一覧表（若草分譲宅地） 

No. 所在地 地目 公簿面積

（㎡） 

分譲販売価格 備考 

１ 区画４ 宅地 196.53 2,633,502円  

２ 区画５ 宅地 199.73 2,676,382円  

３ 区画６ 宅地 200.19 2,682,546円  

４ 区画７ 宅地 198.34 2,657,756円   

５ 区画８ 宅地 199.66 2,675,444円  

６ 区画９ 宅地 187.13 2,507,542円  

 合計  1,181.58 15,833,172円  

 

 

 

 

※区画１から区画３は、準備が整い次第販売を開始します。 

 

 



 

物件調書 

 

令和８年３月２日現在 

所 在 地 和気町矢田４２６番地１ 外５区画 

都市計画法及び

建築基準法上の

主な制限 

都市計画区域 区域外 

用 途 地 域 指定なし 建 ぺ い 率  ― 

日 陰 制 限  無 容 積 率  ― 

防 火 地 域 指定なし そ の 他  無 

併 給 処 理 

施 設 の 状 況 

 事 業 所 名      電 話 番 号 

 電   気 可   

上  水  道 可 和気町上下水道課 0869-93-1150 

下  水  道 可 和気町上下水道課 0869-93-1150 

都 市 ガ ス 不可 区域外  

公共交通機関 
バ      ス 町営ﾊﾞｽわけまろ号「佐伯庁舎」から約400ｍ（徒歩約６分） 

鉄      道 ＪＲ山陽本線「和気駅」から約11㎞（車約17分） 

 

公 共 施 設 等 

役場 佐伯庁舎 約 0.4㎞ 佐伯にこにこ園 約 0.1㎞ 

佐 伯 小 学 校 約 2.4㎞ 佐 伯 中 学 校 約 0.5㎞ 

佐 伯 郵 便 局 約 1.1㎞   

 

近 隣 の 状 況 

当該地は、町の中心地から少し離れた自然豊かな地域にありながら、近隣には和

気町役場佐伯庁舎、こども園や小・中学校、郵便局、病院、コンビニなどがある過

ごしやすい地域です。 

 

 

 

 

参 考 事 項 

 

 

 

・売却物件は区画整備済みであり、現状有姿での引き渡しとなります。新たに区画

割を行うことはできません。 

・公簿売買となりますので、実測により面積に変更があったとしても金額を清算

することはありません。 

・電気、ガスの供給施設はありませんので、各自で事業者に依頼してください。 

・水道、下水道は宅内まで引き込まれていますが、開栓の手続き等は各自で行なっ

て頂く必要があります。詳しくは、町上下水道課（0869-93-1150）までお問い合わ

せください。 

・住宅前の水路に新たにグレーチングを設置するなど町有地を利用する場合は 

事前に申請が必要になります。詳しくは、町都市建設課（0869-93-1127）までお問

い合わせください。 

・地下埋設物等の調査は行っておらず、埋設物等が見つかった場合でも町は何ら

責任を負いません。 

 



 

若草分譲宅地売却手続きの流れ 

 

１ 物件の確認 

現状による引き渡しになります。お申込みの前に、必ず現場で物件を確認してください。 

 

２ 町有財産譲渡申込み 

「和気町分譲地申込書」に下記の書類を添付して提出していただきます。 

（１）入居予定者全員の住民票の写し（法人の場合は登記事項証明書） 

（２）市町村税完納証明書 

（３）所得証明書（法人の場合は不要） 

  ※申込時に、代理の方が来庁される場合は、委任状（任意様式）をお持ちください。  

※申込みは１世帯１区画とし、同居予定家族による同時の申込みはできません。（法人は除

く） 

 

３ 審査 

提出書類に基づき、審査をいたします。 

 

４ 譲渡決定通知 

売却が決定したら決定通知書を交付いたします。 

 

５ 重要事項説明 

譲渡説明書をもって、重要事項の説明と代えさせていただきます。 

 

６ 土地売買契約 

決定通知書を受領後、若草分譲宅地売買契約書を提出していただきます。この時に、収入印紙、

実印が必要になります。 

 

 

 



 

７ 契約保証金及び売買代金の納付 

契約時に、契約保証金として土地代金の 10％を納入いただき、残金は、契約成立の日から 30

日以内に納入いただきます。 

 

８ 引渡し 

売買代金を完納後、分譲地を引き渡します。 

 

９ 所有権の移転 

所有権移転登記は和気町で行います。この際、登記に必要な費用（登録免許税等）は、買受人

の負担になります。 
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若草分譲宅地譲渡実施要領（譲渡説明書） 

 

１ 譲渡物件 

譲渡物件は、「譲渡物件一覧表」のとおりです。 

なお、申込時点で既に譲渡されている場合や、都合により譲渡を中止する場合もありますので、

事前にご確認ください。 

 

２ 対象者 

（１）自分で住むための住宅を建設するため宅地を必要としている個人、または個人の住宅を

建てるため宅地を必要としている法人（建売業者） 

（２）分譲の引き渡しを受けた後、３年以内に建築に着手する方 

（３）税等の滞納がなく、宅地代金を納期限までに一括納入できる方 

 

３ 譲渡申込、資格審査等 

（１）譲渡申込 

譲渡申込をする方は、「和気町分譲宅地申込書（様式第１号）」に必要事項を記入・押印のう

え、添付書類を添えて、総務部財政課へお申込みください。 

（２）申込書の添付書類 

ア 入居予定者全員の住民票の写し（法人の場合は登記事項証明書） 

イ 市町村税完納証明書 

ウ 所得証明書（法人の場合は不要） 

（３）申込期間 

随時募集しています。 

ただし、平日（12月 29日～１月３日を除く）の午前８時 30分から午後５時 15分までの受

付とします。 

 

４ 物件の確認 

引き渡しは現状有姿での引き渡しとなりますので必ず事前に現地を確認し、法令等に基づく規

制や諸条件等について関係機関へ問い合わせる等の調査を行ってください。 
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５ 譲渡決定通知書の受領 

売却が決定したら「決定通知書」を送付いたします。 

 

６ 契約の締結 

（１）申込者は、「決定通知書」を受領後、契約書（記名押印したもの。また、契約に必要な収

入印紙を貼り割印を押したもの）を提出してください。（収入印紙の額は４頁に記載してあ

ります。） 

（２）その他 

「若草分譲宅地売買契約書（案）」は、様式第２号に記載しています。 

 

７ 契約保証金及び売買代金の支払方法 

支払方法は、和気町が交付した納入通知書により、契約保証金として土地代金の 10％を納入

いただき、残金は、契約成立の日から 30日以内に納入いただきます。 

※売買代金の分割納入はできません。 

 

８ 所有権の移転等 

（１）売買代金が完納されたときに所有権移転があったものとし、物件を引き渡すこととします。 

（２）所有権の移転登記は、売買代金完納後に和気町が直接行いますので、売買代金を納付され

たら、速やかに下記の書類等をご提出ください。 

ア 登録免許税額に相当する収入印紙（印紙税額は４頁に記載） 

イ 納入済証の写し（※） 

※売買代金を納付されてから、こちらの会計課で納入の確認ができるまで数日間の日数を要

します。納入後、速やかな移転登記をご希望の方のみ納入済証の写しを提出してください。 

 

９ 用途の制限 

用途は、低層戸建専用住宅の用途に限ることとし、暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律第２条第２号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動

のために利用するなど、公序良俗に反する用に供することはできません。 

 

 

 



3 

 

10 買戻しの特約 

 所有権移転登記には、10 年間の買戻し特約を付記します。購入予定者が契約条項に違反した

ときは、町は当該土地の買戻しをすることができます。 

 

11 その他 

本実施要領に定めのない事項は、関係法令等の定めるところによって処理します。 

 

12 問合せ先 

和気町総務部財政課 0869-93-3682（直通） 

和気町総務事業部総務事業課 0869-88-1102（直通） 



 

4 

（参考） 

 

印紙税額表 

契約金額 印紙税額 

１万円未満 非課税 

１万円  ～  10万円まで 200円 

10万１円  ～  50万円まで 200円 

50万１円  ～  100万円まで 500円 

100万１円  ～  500万円まで 1,000円 

500万１円  ～  1,000万円まで 5,000円 

1,000万１円  ～  5,000万円まで 10,000円 

5,000万１円  ～  １億円まで 30,000円 

１億１円  ～  ５億円まで 60,000円 

※ 上記の印紙税額は、令和９年３月 31 日までの間に作成されるものについて定められたもの

です。 

 

登録免許税 

課税標準額×1.5％ 

※課税標準額は、通常市町村の固定資産税課税台帳に登録された価格（評価額）が使われます。


